
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共用水域の水質測定結果 

 



 

 



１ 調査の概要 

 当県では、生活環境項目のうち水質汚濁の程度を示す代表的な指標であるＢＯＤ等に係る環境基準の類

型指定について、令和５年度に７水系８河川17水域を対象として水域の統合を行いました。生活環境項目

のうち水質汚濁の程度を示す代表的な指標であるＢＯＤ等に係る環境基準に関しては22水系57河川74水

域、２湖沼２水域及び８海域14水域について、閉鎖性水域の富栄養化の程度を示す指標である全窒素及び

全燐に係る環境基準に関しては２海域３水域について、水生生物の保全に係る環境基準に関しては22水系

57河川85水域及び２湖沼２水域について類型指定が行われている。(令和６年度末時点) 

 令和６年度は、これらの水域に類型指定されていない関屋分水路、青田川放水路及び大竜寺川の３河川３

水域を加え、河川128地点、湖沼４地点及び海域48地点について、水質汚濁防止法第15条及び16条の規

定に基づく「公共用水域の水質測定計画」を策定し、水質監視調査を実施した。 

 ＢＯＤ等に係る環境基準に関する調査水域及び測定地点数は表－１のとおりであり、１級河川のうち、国

土交通大臣直轄管理区間は国土交通省が、水質汚濁防止法の政令市である新潟市、長岡市及び上越市の区域

内の水域（国土交通省が担当する水域を除く。）は各市が、それ以外の水域は新潟県がそれぞれ担当して調

査を実施した。 

表－１ 調査水域及び測定地点数一覧表（ＢＯＤ等） 
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〃 2 2 1 3 4 奥 只 見 貯 水 池 1 2 2
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注) （ ）内は環境基準類型指定水域以外の河川数、水域数及び地点数で内数 



２ 水質の状況 

 

(1) 健康項目 

河川89地点、湖沼４地点及び海域24地点の計117地点で延べ2,250検体について測定を行い、その

結果、全測定地点で環境基準を達成した。 

健康項目の令和２年度から令和６年度までの調査検体数は、表－２のとおりである。 

 

 

(2)  生活環境項目 

ア 調査結果の概要 

水質汚濁の程度を示す代表的な指標であるＢＯＤ（河川）及びＣＯＤ（湖沼及び海域）の環境基準達

成状況については、河川では74水域のうち全水域で、湖沼では２水域のうち全水域で、海域では14水

域のうち 10 水域で環境基準を達成した｡環境基準を達成した水域数は前年度より４水域減少し、全水

域における環境基準（ＢＯＤ又はＣＯＤ）達成率は95.6％であった（表－３、図－１）。 

河川及び湖沼について、生活環境項目（ＢＯＤ又はＣＯＤ）に係る環境基準の類型指定状況と令和６

年度の環境基準点での水質の状況を図－２に示した｡また、令和２年度からの５年間において環境基準

が非達成である水域の状況を表－４に、令和６年度における水域類型ごとの環境基準達成状況を表－

５に示した。 

閉鎖性水域の富栄養化の程度を示す指標である全窒素及び全燐に係る環境基準の達成状況について

は、類型指定されている３水域（両津湾、加茂湖、真野湾）のすべてで環境基準を達成した（表－６）。 

水生生物の保全に係る環境基準の達成状況について、全亜鉛は測定した 87 水域全水域で環境基準を

達成した。 

ノニルフェノールは測定した32水域すべてで、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）

は測定した16水域すべてで環境基準を達成した（表－７）。 

 



表－２ 健康項目の調査検体数 
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図－１ 環境基準（BOD又はCOD）達成率の推移

表－３ 年度別ＢＯＤ（ＣＯＤ）環境基準達成状況 

 

注）１ ＢＯＤ（河川）及びＣＯＤ（湖沼及び海域）の環境基準達成状況の判定は、それぞれの75％値により

行い、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準点において、その値が環境基準値に適合し

ている場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する｡ 

２ 75％値とは、年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ、0.75×ｎ番目(ｎは、

日間平均値のデータ数)のデータ値である。 

（0.75×ｎが整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目の値とする｡） 

 



 河川、湖沼の色は環境基準の指定類型を示し、 

○内の色は環境基準点での令和６年度のＢＯＤ 

（湖沼はＣＯＤ）75％値が相当する類型を示す。 

 

 

図－２ 令和６年度水質概況図（河川及び湖沼） 



 



表－５ 令和６年度のＢＯＤ（ＣＯＤ）の環境基準達成状況 

環境 

基準 

水域 

類型 

河川 湖沼 海域 

指 

定 

水域

数 

達 成 

水域数 

達成率 

(％) 

指 定 

水域数 

達 成 

水域数 

達成率 

(％) 

指 定 

水域数 

達 成 

水域数 

達成率 

(％) 

AA 13 13  100  - - - - - - 

A 38  38  100  1  1  100  10  8  80.0  

B 14  14  100  1  1 100  4  2  50.0  

C 7  7  100  - - - - - - 

D 1  1  100  - - - - - - 

E 1  1  100  - - - - - - 

合計 74  74 100  2  2  100  14  10  71.4  

 

 

 

表－６ 全窒素・全燐の環境基準達成状況 

水域類

型 
項 目 

基 準 値 令和５年度 令和６年度 

環境基準 年平均値 環境基準 

の達成 

年平均値 環境基準 

の達成 （mg/L） （mg/L） （mg/L） 

両津湾 

Ⅱ 

全窒素 0.3 0.10 ○ 0.11 ○ 

全 燐 0.03 0.015 ○ 0.015 ○ 

加茂湖 

Ⅱ 

全窒素 0.3 0.20 ○ 0.19 ○ 

全 燐 0.03 0.028 ○ 0.025 ○ 

真野湾 

Ⅰ 

全窒素 0.2 0.12 ○ 0.14 ○ 

全 燐 0.02 0.014 ○ 0.016 ○ 

 

注）１ 「○」印は、環境基準の達成を、「×」印は非達成を示す。 

２ 加茂湖は２基準点（両津湾No.６及びNo.７）、真野湾は３基準点（真野湾No.１、No.２及びNo.３）

の年平均値の平均である。  

 

 



 

 

表－７ 水生生物の保全に係る環境基準の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）１ 調査水域数は、類型指定されている水域において調査した水域数を示している。 

２ 平成20年度から各種調査を実施し、必要な情報が得られた水域から類型指定を順次行った。 



  イ 河 川 

（ア）信濃川水系 

信濃川本川の水質は、環境基準点及び監視補助点のＢＯＤ75％値でみると、中流（Ａ類型）は0.6～1.3 

mg/Lの範囲に、下流（Ａ類型）は1.0～1.5 mg/Lの範囲であった。中流及び下流とも環境基準を達成し

た（環境基準達成・非達成は、環境基準点の数値により判断する。（以下同じ。））（図－３）。 

支川については、20河川27水域で環境基準の類型指定を行っており、令和６年度は全水域で環境基準

を達成した。 

 

図－３ ＢＯＤでみる信濃川本川の水質変化と合流河川の関係 

 



（イ）阿賀野川水系 

阿賀野川本川（Ａ類型）の水質は、環境基準点及び監視補助点のＢＯＤ75％値でみると、0.8～1.3 mg/L

の範囲であった。類型指定を行って以来、継続して環境基準を達成している（図－４）。 

支川については、８河川９水域で環境基準の類型指定を行っており、令和６年度は、全水域で環境基準

を達成した。 

   

 

図－４ ＢＯＤでみる阿賀野川本川の水質変化と合流河川の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ウ）関川水系 

関川本川の水質は、環境基準点及び監視補助点のＢＯＤ75％値でみると、上流（AA 類型）は 0.7 mg/L、

中流（Ａ類型）は0.9 mg/L、下流（Ａ類型）は1.1～1.3 mg/Lの範囲であった。令和６年度は全水域で環

境基準を達成した（図－５）。 

支川については、４河川８水域で環境基準の類型指定を行っており、令和６年度は、全水域で環境基

準を達成した。 

 

図－５ ＢＯＤでみる関川本川の水質変化と合流河川の関係 

 

 

（エ）その他の水系 

その他の水系では、19水系22河川24水域で類型指定を行っており、令和６年度は全水域で環境基準

を達成した。 

 

 

 

 



（オ）きれいな河川ベスト５及びワースト５ 

令和５年度の水質測定結果のうち、ＢＯＤ値（年間平均値。同じ値の場合は、さらに 75％値で比較）

からみた県内のきれいな河川ベスト５及びワースト５を表－８－１及び表－８－２に示した。 

 

表－８－１  令和６年度 河川の水質ベスト５ 

順位 水域名 類型 
BOD（mg/L） 令和５年度 

順位 平均値 75%値 最小 最大 

1 中津川上流 AA <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1 

1 中津川下流 A <0.5 <0.5 <0.5 0.8 2 

3 清津川 AA 0.6 0.5 <0.5 1.2 -  

4 新谷川 AA 0.6 0.6 <0.5 1.2 -  

4 早出川 AA 0.6 0.6 <0.5 1.2 -  

4 荒川下流 AA 0.6 0.6 <0.5 0.8 -  

4 名立川 AA 0.6 0.6 <0.5 0.9 -  

※「<」は「未満」を意味し、例えば｢<0.5｣とは｢0.5 未満｣のこと｡ 

 

表－８－２  令和６年度 河川の水質ワースト５ 

順位 水域名 類型 
BOD（mg/L） 令和５年度 

順位 平均値 75%値 最小 最大 

1 通船川 D 3.4 4.1 0.8 4.9 1 

2 大通川 C 1.9 2.0 1.2 3.0 2 

3 鯖石川 A 1.7 2.0 0.5 2.4 - 

3 新発田川 C 1.7 2.0 <0.5 2.9 3 

3 新井郷川上流 B 1.7 2.0 1.0 2.8 - 



ウ 湖 沼 

鳥屋野潟（Ｂ類型）及び奥只見貯水池（Ａ類型）の２水域で類型指定を行っており、奥只見貯水池は環

境基準を達成した。 

鳥屋野潟の環境基準点（弁天橋）における令和６年度のＣＯＤ値は3.3～6.5 mg/Lの範囲にあり、75％

値は4.8 mg/Lとなり、環境基準達成だった。ＣＯＤ75％値の経年変化は図－６に示したとおりである。 

なお、鳥屋野潟については、平成12 年度に策定された「鳥屋野潟水環境改善計画（第四期）」により、

環境基準の達成及び生物に富む自然豊かな鳥屋野潟の保全・再生を図ることなどを目標とし、各種施策を

進めているところである。   

 

図－６ 鳥屋野潟のＣＯＤ経年変化 
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エ 海 域 

類型指定を行っている14水域のうち、新潟海域(乙)、新潟海域（丙）、弥彦・米山地先海域（弥彦地先）、

弥彦・米山地先海域（米山地先）、直江津海域、小木港、西頸城地先海域、両津湾（甲）、両津湾（乙）、真

野湾の10水域で環境基準を達成した。 

令和６年度に環境基準を達成できなかった５水域について、ＣＯＤ75％値の経年変化を図－７－１から

図－７－４までに示した。なお、複数の基準点のある水域については基準超過の地点のみを示した。 

 

  



 

(3) 要監視項目等 

要監視項目については、平成６年度から調査を実施している。令和６年度は、河川47地点及び湖沼１地

点の計32地点で調査を実施した。全マンガンは調査した27地点のうち10地点で指針値を超過したが、そ

れ以外の項目は指針値以下であった（要監視項目の年度別調査検体数は、表－９のとおり）。 

トリハロメタン生成能については、河川９地点で調査を実施した。 

特殊項目については、河川57地点、湖沼２地点、海域21地点の計80地点で調査を実施した。 

その他の項目については、アンモニア性窒素は河川２地点、海域６地点で、クロロフィルa及び溶解性Ｃ

ＯＤは湖沼４地点で、電気伝導率は河川94地点、湖沼２地点で、塩化物イオンは海域48地点で調査を実施

した。 

また、総水銀（底質）及びアルキル水銀（底質）は河川14地点で調査を実施した。 

 

注）１ 要監視項目にかかる指針値については、長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算出された値であ

り、一時的にこの値を超えるようなことがあっても、直ちに健康上の問題に結びつくものではない。 

２ 水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に含まれる物質が浄水過程で塩素処理されることに

より生じるとされている。この原水中の物質が塩素処理により、どれだけトリハロメタンになるか

を検査した数値（トリハロメタンの潜在的な生成量）がトリハロメタン生成能である。 

  



表－９ 要監視項目の年度別調査検体数

 

注）上段の数値は調査検体数、下段の（ ）内は地点数を示す。 


